
※内容については、公報をもとに一部組合で加工しています。

特殊勤務手当（抗がん剤の無菌調製）の改正

愛知県病院事業庁職員の特殊勤務手当に関する規程の一部を改正する規程

愛知県病院事業庁職員の特殊勤務手当に関する規程（平成 16 年愛知県病院事業庁

管理規程第 13号）の一部を次のように改正する。

第５条第１項に次の１号を加える。

⑶ 愛知県がんセンターの病院に勤務する薬剤師が、抗がん剤の無菌調製の業務に

従事したとき。

第５条第２項第２号中「前項第２号」の次に「及び第３号」を加える。

附 則

この規程は、令和２年４月１日から施行する。

（参考）

愛知県病院事業庁職員の特殊勤務手当に関する規程

第５条 危険物取扱手当は、次に掲げる場合に支給する。

⑴ 病院等に勤務する職員が、放射性同位元素その他人体に有害な放射線を使用して行う治療、

検査又は試験研究の業務に従事したとき（当該職員が月の１日から末日までの間に外部放射線を

被ばくし、その線量が 100 マイクロシーベルト以上であったと認められる場合に限る。）。

⑵ 愛知県がんセンターの研究所に勤務する職員が、毒物及び劇物取締法（昭和 25 年法律第 303

号）別表第１から別表第３までに規定する毒物若しくは劇物又は労働安全衛生法施行令（昭和 47

年政令第 318 号）別表第６の２に規定する有機溶剤（有機溶剤中毒予防規則（昭和 47年労働省令

第 36 号）第１条第１項第５号に規定する第三種有機溶剤等を除く。）を使用して行い、又は呼吸

用保護具を労働安全衛生上義務付けられて使用して行う試験検査の業務に従事したとき。

２ 危険物取扱手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

⑴ 前項第１号に掲げる場合 勤務１日につき 350 円

⑵ 前項第２号に掲げる場合 勤務１日につき 270 円
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た
。



防疫検査手当の特例措置について（提示） 

知事部局と同様に取り扱っていきたい。

【参考】知事部局提示内容（2020 年 5 月 26 日） 

１ 提示内容 

  新型コロナウイルス感染症の急速な拡大に対処するための業務について、次のとおり

防疫検査手当の特例措置を設ける。

支給対象業務等 手 当 額 

○ 新型コロナウイルス感染症の患者等（※１）を

救護する業務又は感染症の病原体の付着した

物件等を処理する作業

○ 保護者が陽性となった場合における濃厚接触

児童（※２）を一時保護する業務

○ 新型コロナウイルス感染症の病原体の検索を

目的として行う試験検査の業務

日額 3,000 円 

（患者等の身体に直接接触する作

業又は長時間にわたり接して行

う作業は、4,000 円）

  ※１ 新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者（ＰＣＲ検査の結果、陰性とされた

ものを除く。） 

※２ 本人は検査結果が陰性とされた児童

２ 適用期間 

新型コロナウイルス感染症の急速な拡大に対処するために必要な期間 

2020 年 5 月 26 日 

病 院 事 業 庁 

＜病院事業庁注＞ 

「新型コロナウイルス感染症の病原体の検索を目的として行う試験検査の業務」は、知事部局に

おいては、衛生研究所のみを対象としており、病院事業庁では支給対象としない。 
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、
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感
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療
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な
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。
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分 会 分 会 長 副 分 会 長 書 記 長

本 庁
酒 井 典 子

管 理 課

成 田 知 己

経 営 課

牧 祐 太 朗

管 理 課

が ん センタ ー
飯 田 倫 子

５ 東 病 棟

福 間 勉

４ 東 病 棟

渡 邊 裕 介

運用部管理課

精神医療センター
安 藤 京 一

南 病 棟

谷 口 和 希

西 ４ 病 棟

柿 﨑 勇 馬

南 病 棟

小児センター
三 ツ 井 真 理

２ １ 病 棟

小 出 映 里 奈

視 能 訓 練 科

近 藤 沙 季

Ｎ Ｉ Ｃ Ｕ

岡 崎 市 派 遣

服 部 利 恵

岡崎市民病院

患者支援部門

（ 欠 ）

新型コロナウイルス感染症

の影響により、毎年６月に

開催していたボウリング大

会は、開催時期を変更しま

す。

５
月
18
日
、
病
院

事
業
庁
か
ら
「
防
疫

検
査
手
当
の
特
例
措

置
に
つ
い
て
」
の
提

示
が
あ
り
ま
し
た
。

現
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で
の
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
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染

症
対
応
の
状
況
を
確

認
し
、
５
月
26
日
に

知
事
部
局
で
修
正
提

示
が
あ
り
ま
し
た
が
、

同
日
中
に
病
院
事
業

庁
へ
了
承
の
旨
を
伝

え
ま
し
た
。


